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船舶インシデント調査報告書 

 

                              平成２７年３月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２６年８月２５日 １３時００分ごろ 

発生場所 北海道釧路市釧路港南方沖 

 釧路市所在の釧路埼灯台から真方位１７４.５°２０.３海里（Ｍ） 

 付近 

 （概位 北緯４２°３８.０′ 東経１４４°２５.０′） 

インシデント調査の経過  平成２６年９月１２日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（函館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十五石
いし

田
だ

丸、１２９トン 

 １３２７７８、株式会社石田丸漁業 

 ３４.９０ｍ（Lr）×６.８０ｍ×３.２５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７１３kＷ、平成８年７月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ６６歳 

 四級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 昭和５１年３月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年３月５日 

  免状有効期間満了日 平成３１年９月１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか５人が乗り組み、平成２６年８月２５

日１１時１５分ごろ釧路港を出港し、１３時００分ごろ、同港南方２

０Ｍ付近の漁場に至って操業を開始しようとした際、主機が停止し

た。 

 本船は、機関長が、主機の点検を行ったところ、ターニングでき

ず、潤滑油こし器に金属粉が混入していたので、運転を断念し、僚船

にえい
．．

航されて釧路港に帰った。 

 主機は、機関製造業者が開放点検したところ、新たに１番シリンダ

のクランクピン及び同軸受が焼き付いていることが判明し、油受内を

含めて潤滑油配管系統を洗浄した上、損傷部品を交換した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 
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 その他の事項  主機は、油受の潤滑油が直結潤滑油ポンプで吸引加圧され、潤滑油

こし器及び冷却器を経由し、潤滑油主管から各主軸受に送油され、ク

ランク軸の工作穴を経て各シリンダのクランクピン軸受、連接棒の送

油管からピストンピン軸受に至って潤滑及び冷却した後、油受に戻っ

て潤滑するようになっていた。 

 主機は、回転数毎分（rpm）８１０で計画されていたものの、ふだ

んから連続最大回転数付近の約１,０００rpm で運転されていた。 

 主機は、毎年２月～３月に入渠した際、クランク室内を点検し、潤

滑油の全量交換を実施しており、平成２５年２月１２日に第１種中間

検査を受検していた。 

 機関長は、平成２６年１月ごろから本船に乗船し、主機の潤滑油に

ついて、約３か月を目安に約５００時間ごとに、潤滑油こし器のフィ

ルタ交換を実施するようにしており、６月ごろに実施した際、金属粉

等の異物の混入がないことを確認していた。 

 機関取扱説明書には、約１００時間ごとに潤滑油こし器のフィルタ

を交換し、約１,０００時間ごとに潤滑油を全量交換するよう記載さ

れていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、主機を高負荷領域で連続使用していた状況下、釧路港南方

沖の漁場に至って操業を開始しようとした際、１番シリンダのクラン

クピン軸受が焼き付いたことから、主機の運転ができなくなり、運航

不能となったものと考えられる。 

 主機は、油受等に滞留していたスラッジ等の異物が、高負荷領域で

の運転に伴い発生した燃焼生成物により潤滑油の性状が劣化した潤滑

油と共に潤滑油主管を経て主機内に流れ込み、１番シリンダのクラン

クピン軸受において潤滑が阻害され、焼き付いた可能性があると考え

られる。 

原因  本インシデントは、本船が、主機を高負荷領域で連続使用していた

状況下、釧路港南方沖の漁場に至って操業を開始しようとした際、１

番シリンダのクランクピン軸受が焼き付いたため、主機の運転ができ

なくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機は、機関取扱説明書に従い、適切に潤滑油を交換すること。 

 ・主機は、潤滑油の全量交換を実施する際、クランク室内に滞留し

ているスラッジ等の異物を除去しておくことが望ましい。 

 ・主機は、高負荷領域で連続運転しないことが望ましい。  


